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平成３１年度 生活交通確保維持改善計画案 

（地域公共交通確保維持事業のうち地域内フィーダー系統関係） 

 

平成３０年６月２２日 

（名称）武豊町地域公共交通会議 

 （代表者名）会長 籾山 芳輝 印 
 

 

０．生活交通確保維持改善計画の名称 

 武豊町地域生活交通確保維持改善計画 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 武豊町は、面積25.92k㎡、人口42,473人（H27年国勢調査）で、名鉄河和線の３駅、ＪＲ武

豊線１駅の鉄軌道があるが、路線バスについては運行されていないため、住民から公共交通

サービスの提供に対する要望、公共交通空白問題を抱えていた。 

 バスによる地域公共交通サービスについては、平成15年に３ヶ月間のコミューターバンを

使用した巡回バスの試行運行を実施したが、十分な利用がなく、本格運行に至らなかった。 

 しかし、少子高齢化・人口減少社会に対応した生活交通の確保は不可欠であり、地域公共

交通の活性化及び再生に関する法律の施行等を契機に、地域公共交通会議を設置し、武豊町

地域公共交通総合連携計画を策定し、コミュニティバスの試行運行を平成22年７月27日及び、

事前予約制バス（タクシー）を平成23年9月1日より試行運行を開始した。 

 地域公共交通総合連携計画で示した交通システムの狙いは、二つの鉄軌道を「広域幹線系

統」として捉え、中心市街地の名鉄知多武豊駅を中心に、町内の主要施設と市街化区域をカ

バーするループ型のコミュニティバス路線を「地域内幹線系統」としてネットワークを構築

している。また、コミュニティバス・鉄軌道の利用促進と市街化調整区域等をカバーするた

め、事前予約制・区域運行の乗合タクシーを地域内幹線系統に接続させる形で平成23年9月よ

り構築した。 

こうした段階的にネットワークを構築することで、交通空白地の解消とお年寄り等住民が

安全に暮らせ、気軽に移動できる生活の足を確保することを目指した。地域公共交通総合連

携計画をふまえ、武豊町地域公共交通会議が事業主体として試行運行している、コミュニテ

ィバスを「地域内フィーダー系統」として本格運行することが必要であり、平成24年度に生

活交通ネットワーク計画を定めた。平成24年度以降の取組みとしては、コミュニティバスの

利用促進を図るため、事前予約制バス（タクシー）について平成24年９月よりルートを拡大

し、交通空白地域の解消に向けた対応を行った。 

 平成27年度には、生活交通確保維持改善計画の推進と並行して、武豊町地域公共交通会議

において新しい交通計画（地域公共交通網形成計画）の策定を行い、フィーダー路線の見直

し検討を行った。当該変更は、武豊町に隣接する半田市の大型商業施設への接続要望があっ

たこと、緑ルートの利用が他のルートに比べ少なかったことから、緑ルートを廃止し、赤ル

ートに統合した。青ルートについては、一部バス停の利用が極端に少ないこと、南部地区の

道路整備が進んだことをふまえて、ルート見直しを行った。さらに、利用促進を図るために

は便数増に対する要望があったため、緑ルートの廃止を通して配車計画を大幅に見直し、赤・

青ルートそれぞれに車両を専用化し、便数増を行った。 

 その後、道路環境の整備に伴い一部停留所の停留所位置の見直しを実施した。 

 平成31年度には、10月1日から半田市の基幹バス及びコミュニティバスが青山駅に接続する

ことを受け、広域ネットワークの形成、利便性の向上を目的に北部赤ルートを青山駅まで延

伸し、それに伴いダイヤの見直しを図る。また、平成27年度以降の停留所別利用者数の分析

を実施し、利用者が少ない停留所に対し、集中的に利用促進活動を実施する。 

 ○赤ルート・・・・・地域間幹線系統（半田市への乗り入れ） 

 ○青ルート・・・・・フィーダー路線（当該生活交通確保維持改善計画による申請路線） 

 ○予約タクシー・・・事前予約制バス（タクシー） 
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２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

○１年間の利用者数による事業目標 

   
H29年度 

H28.10～29.9実績 
H30年度 

H29.10～30.9見込 
H31年度 

H30.10～31.9目標 
H32年度 

H31.10～32.9目標 
H33年度 

H32.10～33.9目標 

赤ルート（幹線） 38,162人 39,750人 39,800人 39,900人 40,000人 

青ルート（ﾌｨーﾀ゙ ）ー 16,354人 15,741人 15,800人 15,850人 15,900人 

小計 54,516人 55,491人 55,600人 55,750人 55,900人 

 ※H30年度の見込値は、H30年度（H29.10～H30.5）の実績と、H29年度（H29.6～H29.9）の実績を加えたもの 

（２）事業の効果 

 平成２７年１０月にルート再編を実施し、町内循環４ルートから近隣市町の半田市に乗り

入れを行う２ルート化とし、便数を増便させたことで大幅な利用者の増加につながった。 

こうした公共交通ネットワーク整備により、自動車に頼らず、町内移動が可能となり、商

業施設、病院等の利用、地域活性化策につながった。 

平成３１年度からは青山駅への乗り入れを開始し、鉄軌道を中心とした広域幹線系統の強

化を図ることでより一層の利用者増加を見込む。 

 加えて、住民から組織される武豊町コミュニティバス利用促進友の会は、平成２８年１０

月に中部運輸支局長からの表彰や県が制定した「あいち公共交通ビジョン」にも好事例とし

て掲載されるなど外部からも評価を受けている。友の会の活動により利用者数の増加、地域

公共交通の維持・活性化につながっている。 

（３）目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

・赤ルートの運行（主体：武豊町  運行事業者：レスクル㈱） 

・青ルートの運行（主体：武豊町  運行事業者：レスクル㈱） 

・利用促進活動（主体：利用促進友の会  イベント等対応） 

・広報周知活動（主体：武豊町  保育園等への出張訪問） 

３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 
＜運行系統の概要＞ 
・添付の地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１ 地域公共交通確保維持
事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系
統）」を参照 

＜路線図・時刻表＞ 
 ・添付の時刻表・路線図を参照 
 ・地域内フィーダー系統の要件（地域間交通ネットワークと接続） 
   青ルートは、役場、名鉄知多武豊駅等で赤ルートの地域間幹線系統と接続 
＜運行事業者の決定方法＞ 
 ・地域公共交通総合連携計画に基づく試行運行を開始する際に、愛知県バス協会等を通し

て公開の企画コンペによる事業者選定を行い、第１期（H22.7～H25.9）はフジキュー整
備㈱を選定し、H25.10～H28.9の第２期事業についても同様に企画コンペを実施し、提案
内容について総合的に評価し、知多乗合㈱を選定した。 

 ・H28.10～の第３期事業については、従来の業者選定から近隣市町等での実績のある事業
者で行う指名競争入札による業者選定を行い、レスクル㈱を選定した（H28.10～H31.9の
３年契約） 

＜運行予定期間＞ 
 ・地域公共交通総合連携計画の計画期間は平成22年度からの５年間とし、地域公共交通活

性化・再生総合事業に該当する平成22～24年度の３年間を試行運行、平成25年以降を
本格運行として永続的事業としている。 

 ・平成27年3月に策定した新しい交通計画「地域公共交通網形成計画」では、平成27～33
年度の７年間の事業期間として事業継続している。 

＜地域間交通との整合性・新規性＞ 
 ・添付の路線図を参照  青ルートは、役場、名鉄知多武豊駅等で地域間幹線系統と接続 

４．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

 費用負担者：武豊町 
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５．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

 株式会社レスクル 

６．外客来訪促進計画との整合性 

 該当なし 

７．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要【地域内フィーダー系統のみ】 

○人口集中地区以外人口：12,223人（平成27年国勢調査） 

 （武豊町全人口：42,473人 人口集中地区人口：30,250人） 

・地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５ 地域公共交通確保維持改善事業

を行う地域の概要」参照 

８．協議会の開催状況と主な議論 （その１） 

＜平成21年度（4-3月期）＞ 

・平成21年４月30日（第１回）  協議会設立、規約承認、活性化再生総合事業について 

・平成21年６月25日（第２回）  総合連携計画（案）の協議 

・平成21年９月24日～10月23日  パブリックコメントの実施 

・平成21年12月10日（第３回）  総合連携計画の承認、運行申請報告、事後評価協議 

・平成22年３月４日 （第４回）  運行事業者の報告、次年度事業計画協議 

＜平成22年度（4-3月期）＞ 

・平成22年５月24日（第５回）  運行計画の変更の協議 

・平成22年12月６日（第６回）  事前予約制バス（タクシー）事業、事後評価の協議 

・平成23年３月14日（第７回）  バス停位置変更協議、次年度事業計画協議 

＜平成23年度（4-3月期）＞ 

・平成23年７月４日 （第８回）  乗合タクシーの運行計画の協議 

・平成24年１月17日（第９回）  事後評価協議、次年度事業計画協議 

＜平成24年度（4-3月期）＞ 

・平成24年６月13日（第10回）  H24/25年度生活交通ネットワーク計画の協議・承認 

・平成25年３月22日（第11回）  H26年度生活交通ネットワーク計画（案）の協議 

＜平成25年度（4-3月期）＞ 

・平成25年６月13日（第12回）  H26年度生活交通ネットワーク計画の協議・承認 

・平成26年３月24日（第15回）  H27年度生活交通ネットワーク計画（案）の協議 

＜平成26年度（4-3月期）＞ 

・平成26年６月12日（第16回）  H27年度生活交通ネットワーク計画の承認 

・平成26年11月12日（第17回） 地域公共交通網形成計画（案）の協議 

・平成27年２月13日（第18回）  地域公共交通網形成計画（案）の協議 

・平成 27年３月31日（第 19回）  地域公共交通網形成計画の承認及び H28年度生活交通

確保維持改善計画（案）の協議 

＜平成27年度（4-3月期）＞ 

・平成27年６月29日（第20回）  H28年度生活交通確保維持改善計画の承認 

・平成27年12月24日（第21回） 南部青ルート（フィーダー系）の一部走行区間の変更承認 

・平成28年３月29日（第22回）  H29年度生活交通確保維持改善計画（案）の協議 

＜平成28年度（4-3月期）＞ 

・平成28年６月28日（第23回）  H29年度生活交通確保維持改善計画の承認 

・平成28年12月20日（第24回） 北部赤ルートの一部走行区間・停留所位置の変更承認 

                 平成28年度地域公共交通確保維持改善事業の自己評価 

・平成29年３月27日（第25回）  H30年度生活交通確保維持改善計画（案）の協議 

＜平成29年度（4-3月期）＞ 

・平成29年６月23日（第26回）  H30年度生活交通確保維持改善計画の承認 

                 地域公共交通網形成計画の中間評価案の協議 

・平成29年12月20日（第27回） 平成29年度地域公共交通確保維持改善事業の自己評価 

・平成30年３月13日（第28回）  H31年度生活交通確保維持改善計画（案）の協議 

＜平成30年度（4-3月期）＞ 

・平成30年６月22日（第29回）  H31年度生活交通確保維持改善計画の承認 
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８．協議会の開催状況と主な議論 （その２） 

＜地域公共交通網形成計画検討のための部会の設置＞ 

※地元住民、利用者代表等からなる専門部会を設置した。 

○平成26年7月9日（第1回）  部会の設置、コミュニティバスの事業変更の協議 

○平成26年8月4日（第2回）  コミュニティバスの事業変更案の協議 

○平成26年9月17日（第3回） コミュニティバスの市場、新運行計画案の協議 

○平成26年10月15日（第4回） 地域公共交通網形成計画案の協議 

９．利用者等の意見の反映 （その１） 

＜平成20年度（4-3月期）の主な意見聴取＞ 

○住民アンケート調査 

○鉄道利用者アンケート調査 

○主要企業ヒアリング調査 

 

 基礎調査を実施し、事務局として武豊町の住民等ニーズ把握を実施 

 

＜平成21年度（4-3月期）の主な意見聴取＞ 

・平成21年７月23日 車両試乗体験会の開催（参加者アンケート調査） 

・平成21年９月12日 フォーラムの開催（来場者アンケート調査） 

・平成21年９月24日～10月23日  パブリックコメントの実施 

・平成22年１月    地区説明会の実施 

 

 昨年度調査結果をベースに、協議会（交通会議）にて協議。 

平成21年度調査は、協議結果を住民に開示し、連携計画・実証運行の確認を行う。 

 

＜平成22年度（4-3月期）の主な意見聴取＞ 

○コミバス利用者アンケート調査 

・平成22年10月15-16日：45人 

・利用実態、利用理由、満足度の把握 

○地区説明会の実施 

・平成22年６月8-10日（47人）：実証運行の初期導入時の住民ニーズ確認 

・平成23年１月25-27日（42人）：事前予約制バス（タクシー）事業のニーズ確認 

 

 実証運行（初年度）の住民ニーズによる事業評価、新事業に対する意向把握を行う。 

 

＜平成23年度（4-3月期）の主な意見聴取＞ 

○コミバス利用者アンケート調査 

・平成23年10月14-15日：44人 

・利用実態、利用理由、満足度の把握 

○地区説明会の実施 

・平成23年8月29-31日（37人）：事前予約制バス（タクシー）事業の紹介・利用促進 

 

 実証運行（２年度）の住民ニーズによる事業評価を行う。 

 

＜平成24年度（4-3月期）の主な意見聴取＞ 

○コミバス利用者アンケート調査 

・平成24年11月15･17日：67人 

・利用実態、利用理由、満足度の把握 

○地区説明会の実施 

・平成24年8月1～3日（21人）：事前予約制バス（タクシー）事業の紹介・利用促進 

 

 フィーダー４路線の事業評価を行う。 
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９．利用者等の意見の反映 （その２） 

＜平成25年度（4-3月期）の主な意見聴取＞ 

○町民アンケート調査 

・平成25年10～11月  町民3,000人を対象（無作為抽出） 1,510件回収（50.3％） 

・利用実態、事業実施効果、事業評価、財政負担の評価等 

○利用者アンケート調査の実施 

・平成25年11月15・16日  69票の回収 

・利用実態、利用理由、満足度、財政負担の評価等 

○関係者ヒアリングの実施 

・平成26年１月 憩いのサロンで高齢者から意見聴取（延べ259人） 

・平成26年1月22日 老人クラブブロック長会議にて意見聴取 

・平成26年1月22日 利用促進友の会から意見聴取 

 

 地域公共交通総合連携計画・ネットワーク計画の見直しのための基礎調査 

※これら意見から、新しい交通計画「地域公共交通網形成計画」を策定（平成27年４月） 

 （形成計画案のパブリックコメントをH27.2.19～3.19に実施。指摘１件） 

 

＜平成29年度（4-3月期）の主な意見聴取＞ 

○市原地区説明会の実施 

・平成30年2月24日：停留所別利用者数の説明及び地区住民の利用状況の確認 

 

10．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 愛知県振興部交通対策課 

交通事業者・交通施

設管理者等 

レスクル㈱ 

安全タクシー㈱ 

公益社団法人愛知県バス協会 

愛知県タクシー協会 

愛知県交通運輸産業労働組合協議会 

愛知県知多建設事務所維持管理課 

愛知県半田警察署交通課 

地方運輸局 中部運輸局愛知運輸支局 

その他協議会が必

要と認める者 

愛知工業大学客員教授 

議会議長 

住民代表（長尾部長、大足区長、富貴地区区長会長） 

社会福祉協議会 

老人クラブ連合会 

商工会 

武豊町コミュニティバス利用促進友の会 

武豊町 町長、副町長、建設部都市計画課、総務部防災交通課 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

 

（住 所）愛知県知多郡武豊町字長尾山２番地  

（所 属）武豊町 総務部 防災交通課     

（氏 名）                  

（電 話）０５６９－７２－１１１１      

（e-mail）bosai@town.taketoyo.lg.jp      
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（表１ 添付図）運行系統 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        赤ルート（幹線系統）            青ルート（フィーダー系統） 
  

添付資料（参考） 

石川橋北 
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○武豊町役場バス停における 
赤ルート（幹線）・青ルート（フィーダー）の 
乗り換え環境 

 
 
 
 
 
 
○赤ルート（幹線）・青ルート（フィーダー）のダイヤと接続部分 
平成 30年 10月 1日から「青山駅」「石川橋北」停留所を追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

赤・青ルート
ともに、武豊
町役場バス停
の発着時刻を
同じにして、
乗継ぎ環境を
確保。 
役場バス停に
て休憩時間が
あり、赤→青、
青→赤のどち
らからの乗継
ぎが可能。 


